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研究要旨 

ラムである。当然、精度管理も例外ではなく、「がん検診のためのチェックリスト」遵守率とプロセ
ス指標の算出、それに基づいた事業運用の改善は毎年度計画的に実施されなければならない。 

研究班が支援を続けてきた広島県では今年度照合事業を実施して、来年度早々にも結果を公表する
予定である。この結果を市町村に還元し、市町村が精度管理を見直すことが継続的に実施されれば、
広島県における対策型検診の効果が向上すると期待される。 

照合事業による精度管理は対策型検診の有効性を高めるものであり、全ての都道府県で実施できる
環境が整備されなければならない。そのため、運用段階でがん登録情報の利用を制限することはあっ
てはならない。 

研究班では群馬県と奈良県に照合事業を開始するために支援しているが、両県とも実施主体を県と
して臨む予定である。この体制はがん登録情報の利用申請等でスムーズな進行が見込め、複数の市区
町村をまとめて集計することで安定的な感度・特異度の算出が期待でき、今後の対策型検診の精度管
理において中心となるものと思われる。 

 
Ａ．研究目的 
がん検診事業は単年度のみで実施するものでは

なく、毎年度計画的に実施するものである。当然、

精度管理も例外ではなく、「がん予防重点健康教育

及びがん検診実施のための指針」（平成20年3月31

日付健発第0331058号厚生労働省健康局長通知別添、

令和5年6月23日一部改正）別紙「がん検診のための

チェックリスト」遵守率とプロセス指標の算出、そ

れに基づいた事業運用の改善は毎年度計画的に実

施すべきものである。 

令和3-4年度厚生労働科学研究費補助金（がん対

策推進総合研究事業）「がん登録を利用したがん検

診の精度管理方法の検討のための研究」（研究代表

者・松坂方士）では、都道府県がん登録を利用して

感度・特異度を含む精度管理指標を算出し、それに

よって精度管理を向上させる事業を全国に展開す

るための研究を実施した。後継である本研究班もそ

の研究を継続している。 

がん検診情報と都道府県がん登録情報との照合

で算出した感度・特異度によって精度管理を向上さ

せる事業は、がん検診事業の精度管理の一環として

行われるべきものであるため、毎年度継続して実施

する体制を整備する必要がある。 

今年度、研究班では広島県、東京都、群馬県、奈

良県における照合事業を支援し、広島県では当該事

業を開始した。本研究では、これら1都3県に対する

サポート体制を精査し、毎年度継続して実施する事

業運営について考察した。 

 

Ｂ．研究方法 
広島県、東京都、群馬県、奈良県に対する照合事

業の支援内容と、各都県のこれまでの状況を比較し

た。 

 

（倫理面への配慮） 
本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いず、公表されている資料
のみで実施するため、倫理上の問題は発生しない。 
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Ｃ．研究結果 

令和6年度までに照合事業を実施した自治体の体

制を資料１とした。 

今年度、照合事業を開始した広島県において、県

担当者が参加した市に配布した資料を資料２、広島

県に対して感度・特異度をどのように精度管理に利

用するかを説明した資料を資料３とした。 

 

D．考察 

1. 広島県 

広島県では県事業として照合事業を実施した。こ

の形式では、都道府県がん登録室に付随する業務の

一部として照合を実施し、がん登録室が引き続いて

集計する。そのため、県が市町村のがん検診精度管

理を技術的に支援する事業であるものの、他の事業

の一部としてみられる可能性がある。ただし、行政

が新規事業を開始するハードルは低い。 

資料２のように、広島県では照合事業について詳

細に市町村に説明しているが、その内容の多くは先

行事例（青森県、宮城県、和歌山県、島根県）での

資料から引用したものである。これに対して、６市

が参加してスムーズに事業が進行したことから、研

究班からの情報提供は適切であったものと考えら

れた。 

また、広島県ではがん検診情報とがん登録情報の

照合作業とその後の集計作業が順調に進んだのも

特徴的であり、これは広島県がん登録室（放射線影

響研究所）がこれまでコホート研究のために多くの

照合作業と集計作業を経験してきたことが大きく

影響していると考えられた。 

今後、全ての都道府県で同様に順調に進行すると

は限らないが、少なくとも研究班から都道府県への

情報提供はこれまでの内容で十分であると考えら

れた。 

 

2. 東京都 

東京都では過年度に研究班のサポートによって

照合作業を実施した市区町村があったが、公表のた

めの調整に手間取ってがん登録情報の利用申請時

に記載した公表期限に間に合わなかった。そのため、

この市区町村は手続きに従ってがん登録情報の利

用を終了した。 

翌年度、この市区町村が東京都にがん登録情報の

利用を申請したところ、前回に結果を公表しなかっ

たという理由で利用を認めない判断をした。（利用

申請時に記載した公表日に間に合わなければ以後

の利用を認めないという規則はない。そのため、こ

れは東京都の恣意的な運用であると研究班では考

えている。） 

今年度、この市区町村が継続的に東京都と協議し

て来年度以降にがん登録情報の利用を認められる

こととなった。そのため、令和7年度には照合事業

が再開されるものと期待される。 

 

3. 群馬県、奈良県 

群馬県は昨年度から支援を開始しており、今年度

は群馬県を実施主体として照合事業を進めること

が決定した。 

奈良県は今年度から研究班が支援を開始し、奈良

県庁、奈良県がん登録室とのオンラインミーティン

グを重ねている。来年度は県の実施体制を確立し、

早ければ来年度中、遅くとも再来年度には照合事業

の参加市町村を部州する予定である。 

 

4. その他 

新規に事業を開始、あるいは開始を検討している

県と研究班とで以下のような意見交換があった。こ

れはがん登録情報とがん検診情報との照合による

がん検診の精度管理事業の本質的な内容であり、今

後新規に事業を検討する都道府県にはあらかじめ

周知すべきものと考えられた。 

 

(A) 例えばがん有病者ががん検診を受診して要精

検判定になったが精検を受診しなかった場合、

検査としては真陽性（→感度が上昇する）なの

に照合結果は偽陽性（→特異度が低下する）に

なる。そのため、照合結果を検査の精度として

解釈するのは困難ではないか。 

（研究班の回答） 

照合による精度管理事業は保健事業（対策型検診）

のモニタリングとして実施するもので、がん検診の

検査精度を測定する研究ではない。この精度管理事

業は継続的に実施して過去の自地域や同年の他地

域と比較し、バラツキを検出することを契機に事業

運営の精度を向上させる取り組みである。そのため、

今回の事業で算出された感度・特異度が本来の検査

精度とは若干ズレていたとしても、それが毎年同様

の定義で算出されていれば毎年のズレの程度はほ

ぼ同様で比較可能性があると考えられる。また、そ

れが複数の地域で同様の定義で算出されていれば、

各地域のズレの程度はほぼ同様で比較可能性があ

ると考えられる。つまり、検査精度とは若干ズレた

感度・特異度であっても同様の定義で測定すること

でモニタリングの役割を果たすことができる。 

 

(B) がん検診の受診から全国がん登録データベー

スでの照合までに婚姻等で姓が変更される受

診者がいる。そのような受診者のうち、住所も

移動した者は全国がん登録データベースでは

別人と判断されるため、正確な感度・特異度を

算出できない可能性がある。全国がん登録デー

タベース情報に住基ネット情報を加えるとそ

れらを照合できるが、作業量がかなり増加する

ので毎年実施は困難になる。 

（研究班の回答） 

照合による精度管理事業は保健事業（対策型検診）
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のモニタリングとして実施するもので、がん検診の

検査精度を測定する研究ではない。この精度管理事

業は継続的に実施して過去の自地域や同年の他地

域と比較し、バラツキを検出することを契機に事業

運営の精度を向上させる取り組みである。そのため、

今回の事業で算出された感度・特異度が本来の検査

精度とは若干ズレていたとしても、それが毎年同様

の定義で算出されていれば毎年のズレの程度はほ

ぼ同様で比較可能性があると考えられる。また、そ

れが複数の地域で同様の定義で算出されていれば、

各地域のズレの程度はほぼ同様で比較可能性があ

ると考えられる。つまり、検査精度とは若干ズレた

感度・特異度であっても同様の定義で測定すること

でモニタリングの役割を果たすことができる。 

 

(C) 精度管理事業を通してがん検診の診断能力を

向上させ、感度・特異度とも向上させたい。 

がん検診はがんを発見する契機になるものであ

り、診断するツールではない。（がん検診受診→要

精検判定→精検受診→診断のスキームでがんは診

断されるため。） 

がん検診に関する臨床研究は理想的な（あるいは、

それに近い）精度管理で実施されるため、そのがん

検診の能力や有効性は最大限の結果（efficacy）が

示されている。保健事業として実施するがん検診

（＝対策型検診）の能力や有効性（effectiveness）

はそれを上回ることはできず、それを最大限の結果

（efficacy）にできるだけ近づけるのが精度管理の

役割である。 

対策型検診の精度管理を向上させるための品質

保証ツールが「がん予防重点健康教育及びがん検診

実施のための指針」別添の「事業評価のためのチェ

ックリスト」であり、精度管理が期待通りに実施さ

れているかを確認するための品質管理ツールが厚

生労働省「がん検診のあり方に関する検討会」報告

書「がん検診事業のあり方について（令和5年6月）」

のプロセス指標である。 

感度・特異度は新しいプロセス指標として位置付

けが可能で、その導入によってさらに精度管理の徹

底が期待される。ただし、対策型検診の能力や有効

性（effectiveness）は臨床研究で示された最大限

の結果（efficacy）を上回ることはない。 

 

Ｅ．結論 

がん検診事業は毎年度計画的に実施するプログ

ラムである。当然、精度管理も例外ではなく、「が

ん検診のためのチェックリスト」遵守率とプロセス

指標の算出、それに基づいた事業運用の改善は毎年

度計画的に実施されなければならない。 
研究班が支援を続けてきた広島県では今年度照

合事業を実施して、来年度早々にも結果を公表する
予定である。この結果を市町村に還元し、市町村が
精度管理を見直すことが継続的に実施されれば、広
島県における対策型検診の効果が向上すると期待

される。 
照合事業による精度管理は対策型検診の有効性

を高めるものであり、全ての都道府県で実施できる
環境が整備されなければならない。そのため、運用
段階でがん登録情報の利用を制限することはあっ
てはならない。 
研究班では群馬県と奈良県に照合事業を開始す

るために支援しているが、両県とも実施主体を県と
して臨む予定である。この体制はがん登録情報の利
用申請等でスムーズな進行が見込め、複数の市区町
村をまとめて集計することで安定的な感度・特異度
の算出が期待でき、今後の対策型検診の精度管理に
おいて中心となるものと思われる。 
 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報に

関連する情報等は用いない。 
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１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 
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資料１ 令和6年度までに照合事業を実施した都県の体制まとめ（実施主体、がん登録データ利用申請、データの流れ等） 
 

地域 
実施主体 

（がん登録データ 
利用申請） 

集計実施 
データの流れ 
（照合まで） 

データの流れ 
（照合～集計） 

注意事項 

青森県 県 がん登録室 
市町村 

→県（確認） 
→がん登録室 

がん登録室（照合/集計） 
→県 
→市町村（集計結果） 

各市町村と県で個人情報取り扱い
に関する協定を締結 

宮城県 市町村 がん登録室 市町村 
→がん登録室 

がん登録室（照合/集計） 
→市町村（集計結果） 

各市町村とがん登録室で個人情報
取り扱いに関する取り決めを締結 

島根県 県 
委託 

（研究班） 
市町村 

→がん登録室 

がん登録室（照合/匿名化） 
→研究班（集計） 
→県 
→市町村（集計結果） 

・ 研究班の解析担当者
をがん登録情報の利
用者として申請 

・ 県から研究班に対し
て協力依頼文書を発
行 

和歌山県 
和歌山市 

県・市 
委託 

（研究班） 

市町村（検診結果なし） 
→県（検診結果なし） 
→がん登録室（確認） 

がん登録室（照合） 
→市（検診結果付与） 
→研究班（集計） 
→県 
→市 

・ 研究班の解析担当者
をがん登録情報の利
用者として申請 

・ 個人情報取り扱いに
対する協定を県、
市、研究班の3者協定 

東京都 
港区 

区 
委託 

（研究班） 
区（検診結果なし） 

→がん登録室（確認） 

がん登録室（照合） 
→区（検診結果付与） 
→研究班（集計） 
→区 

・ 研究班の解析担当者
をがん登録情報の利
用者として申請 

・ 研究班のメンバーを
区の検診事業の臨時
委員に任命 
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東京都 
八王子市 

市 市担当者 
市（検診結果なし） 

→がん登録室（確認） 

がん登録室（照合） 
→市（検診結果付与/集計） 
→研究班（集計結果） 

集計まで市の担当者レベルで完結 
研究班より集計マニュアルを提供 

広島県 県 がん登録室 
市町村 
→県 

→がん登録室 

がん登録室（照合/集計） 
→県 
→市町村（集計結果） 

集計まで県がん登録室で完結 
研究班より集計マニュアルを提供 
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資料２ 広島県 がん登録情報を用いた検診精度管理の実施 説明文書 
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資料３ 研究班から広島県への説明資料 
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別添４                                                                                          
II. 厚生労働科学研究費補助金 がん対策推進総合研究事業 

分担研究報告書 

 

 

都道府県別・がん検診の感度・特異度データブック 

 

研究分担者 

田中里奈 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 助教 

雑賀公美子 国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 

斎藤博 青森県立中央病院 医療顧問 

 

研究代表者 

松坂方士 国立大学法人弘前大学医学部附属病院 准教授 

 

 

研究要旨 

死亡率減少効果が確実に認められているがん検診であっても、その精度管理が行われなければ、検

診の効果を十分に発揮することはできない。がん検診の精度管理指標には「技術・体制指標」「プロセ

ス指標」「アウトカム指標」がある。そのうちの「プロセス指標」には検診受診率、要精検率、精検受

診率、がん発見率、陽性反応的中度が採用されており、これらを用いて精度管理を行うことが主な検

診事業の流れとなっている。しかし、本来検診で用いられる検査の性能を測定する指標は感度と特異

度であり、組織型検診を実施する諸外国では定期的にこれらの指標を算出することで検診の性能をモ

ニタリングしている。これらの指標を算出するためには、全受診者の検診後のがんの有無を把握する

必要がある。わが国では、平成28年にがん登録等の推進に関する法律が施行され、健康増進事業とし

て実施する検診の精度管理を目的に、がん登録情報を利用することで、全検診受診者のがん罹患情報

を今後、把握することが可能になった。本研究では、都道府県がん登録情報と市町村のがん検診情報

を照合することで得られる方法から、感度と特異度を精度管理指標として算出し、モニタリングする

ことを目的としてデータブックを作成した。 

Ａ．研究目的 
がん検診には同一の検査を大人数に実施すると

いう一面があり、検査性能を測定する指標は必須で
ある。対策型検診では、要精検者のがん罹患を把握
して真陽性者と疑陽性者を区分し、がん発見率と陽
性反応的中度を算出して検査性能をモニタリング
してきた。ただ、これら2指標は対象者集団の特性
（特に、がん有病率。がん有病率が高いと、同じ性
能の検査を実施してもがん発見率と陽性反応的中
度は高くなる。）に影響されるため、直接的な指標
ではない。諸外国では検査性能の指標として感度と
特異度が算出されてきたが、これまでは陰性者のが
ん罹患を把握することができず、感度と特異度を算
出するための偽陰性者と真陰性者の区分が不可能
だった。 
平成28年に施行されたがん登録等の推進に関す

る法律では、第一条に同法の目的としてがん検診の

質の向上を明記し、第十八条では都道府県によるが

ん登録情報の利用、第十九条では市町村によるがん

登録情報の利用が示されている。これにより、対策

型検診の精度管理を目的にがん登録情報によって

受診者のがん罹患を確認し、偽陰性者等を区分する

ことが可能になった。 

そのため、本研究班では、都道府県がん登録情報

とがん検診情報を照合することで得られる情報か

ら、感度と特異度を精度管理指標として算出し、モ

ニタリングすることを目的として都道府県別・がん

検診の感度・特異度データブックを作成した。 

 

Ｂ．研究方法 

以下の取扱いにしたがって感度と特異度を精度

管理指標として算出した。 

1. 集計対象の選択 
 市町村の検診事業においては、年度内に複数回の
検診受診が可能である場合もあり、その場合、検診
事業の評価が困難となる。本報告書では、集計対象
市町村から報告された受診件数のうち、同一人物が
年度内に同一がん検診を複数回受診していること
が確認できる場合、当該年度初回の受診のみを対象
とする。よって、「受診者数」は受診件数－年度内
複数受診者数となる。同一人物が複数回受診してい
るかどうかの情報が確認できない場合、年度内複数
受診者数はゼロとして取り扱う。 
 
2. 検診結果区分の整理 
検診結果は要精検（がんの疑いあり）、精検不要
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（がんの疑いなし）、結果不明の3種類に分類する。
市町村からの提供された結果報告の中に上記区分
以外の結果が含まれていた場合は、がんを疑う内容
の場合は陽性、それ以外の疾患のみを疑う場合は陰
性とし、疑い疾患名が不明の場合は、すぐに医療機
関の受診を促す内容であれば陽性、そうでなければ
陰性と区分した。 
 

検診結果区分 例 

要精検（がんの疑いあり） 要精検 

 陽性 

 再検査 

 要治療 

 該当する 

精検不要（がんの疑いなし） 異常なし 

 陰性 

 経過観察 

 その他 

 
3. 発生がんの集計 
本データブックでは、検診受診者から発生したが

んを評価対象とした。発生がんの把握元は、検診受
診者情報とがん登録情報の照合の結果得られたが
ん登録情報からのものと、市町村が受診者の追跡調
査を実施して得られたものの2種類がある。本デー
タブックでは、これらいずれかの把握元から得られ
た発生がんを対象とした。 
 発生がんに関する基本情報の取り扱いを以下に

示す。 

 

1）検診受診日とがんの診断時期 
 本データブックでは、検診の評価対象がんを検診
受診日から1年以内とした。発生がんの診断日とし
ては、がん登録情報から得られたがんは診断日を、
市町村の追跡調査から得られたがんは精検受診日
として扱った。診断日が検診受診日より前のがんを、
検診受診前のがん、後のがんを検診受診後のがんと
した。 
 また、がん登録情報から得られたがんについては

診断日の日付精度の情報が付与されており、診断年

または月が不明（日付精度として、「月を推定」、

「月・日が不明」、「年を推定」、「日付なし」が

登録されている）の場合は、評価対象がんとせず、

診断年月は明らかであるが日のみ不明（日付精度と

して、「閏年以外の2月29日」、「日のみ不明」が登

録されている）の場合は、診断月ががん検診受診月

の前月以前のがん は検診受診前のがんとした。 

 

2）進行度 

 発生がんの進行度は、早期がんとそれ以外に分類

した。がん登録情報から得られたがんは、がん登録

情報の「進展度・総合」の情報を用い、「上皮内」、

「限局」として登録されているものを早期がんとし、

「領域リンパ節転移」、「隣接臓器浸潤」、「遠隔

転移」、「不明」として登録されているものは早期

がん以外とした。市町村の追跡調査から得られたが

んは、市町村において「早期がん」と類似した内容

が登録されている場合のみ「早期がん」とした。定

義は以下の通りとした。 

〇がんに計上するもの 

・原発性のがん 

・AIS 

・CIN3 

 

〇がんのうち、早期がんに計上するもの 

・原発性のがんのうち進行度がIA期のがん 

・AIS 

・CIN3 

 

4. 算出する検診精度管理指標 

1）受診者数 

 検診を受診した者の数。ただし、検診受診前のが

ん罹患が確認できた者は、受診者数に含まない。 

 

2）要精検者・要精検率 
 検診結果で要精検（がんの疑いあり）と判定され
た者の数を要精検者数とする。 
 要精検率は、受診者に占める要精検者の割合であ
り、以下の式で算出した。 
要精検率（％）＝要精検者数÷受診者数×100 

 

3）がん発生数（検診受診から１年以内）・がん発生

率 
 検診受診日から1年以内に発生したがんをがん発
生数とする。 
 がん発生率は、受診者に占める発生がんの割合で
あり、以下の式で算出した。 
 がん発生率（％）＝がん発生数÷受診者数×100 

 

4）感度・特異度 

 感度と特異度は、検診結果別の発生がん数で算出

することができる。検診結果別の発生がんの有無で

以下の区分ができる。 

 

  
検診受診後 1年以内

の発生がん 

  あり なし 

がん検診の 

結果 

要精検 真陽性 疑陽性 

精検不要* 偽陰性 真陰性 

* 検診結果が「結果不明」の場合は精検不要として

集計した 

 
これらの区分を用いて、感度と特異度は以下の式で
算出した。 
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感度 (%)  ＝ 真陽性者数 ÷ （真陽性者数 ＋ 疑
陰性者数） × 100 
特異度 (%) ＝ 真陰性者数 ÷ （真陰性者数 ＋ 疑

陽性者数） × 100 

 

（倫理面への配慮） 

本研究では人体から採取された試料や個人情報に

関連する情報等は用いず、公表されている資料のみ

で実施するため、倫理上の問題は発生しない。 

 

 

Ｃ．研究結果 

1. 全国がん検診感度・特異度モニタリング報告＜

2024年度＞の作成 

 データブックは、「全国がん検診感度・特異度モ

ニタリング報告」と題し、以下の構成で作成した。 

 

1. わが国のがん検診 

2. がん検診のプロセス指標 

3. がん登録情報を用いたがん検診の精度管

理について 

－がん登録情報を検診の精度管理に用い

るための研究 

－がん検診情報とがん登録情報との照合

に係る法的な整理 

－「がん登録を利用したがん検診の精度管

理方法のための研究」班 

4. 感度、特異度の集計方法 

5. 本データブックの集計対象都道府県情報 

6. がん検診の感度・特異度（全国） 

7. がん検診の感度・特異度（都道府県別） 

8. 部位別集計表 

9. 実施体制 

 

2. がん検診の感度・特異度（全国） 

 今回、集計に参加いただいた都道府県（青森県、

宮城県、和歌山県、島根県）のうち、受診者数、要

精検者数、がん発生数などの項目を公表可能だった

都道府県について集計を行い、全国値（参考）を算

出した。 

 

3. がん検診の感度・特異度（都道府県） 

 今回、集計に参加いただいた都道府県（青森県、

宮城県、和歌山県、島根県）のうち、公表可能な数

値について集計表とした。人口の少ない自治体では

がん検診受診の有無、発見がんの有無などの項目に

より個人を特定することが可能であることから、自

治体ごとの集計値は公表せず、参加自治体の合計値

とした。 

 

D．考察 

 本データブックを作成するにあたり、いくつかの

問題点が明らかとなったため、報告する。 

1. 全国がん登録データベースでの照合方法 

がん登録情報とがん検診情報の照合のために、全

国がん登録データベースの外部照合機能を使用し、

都道府県のがん登録情報とがん検診情報との突合

をしている。外部照合機能では、既に登録されてい

るがん情報と、がん検診情報の氏名、カナ氏名、性

別、生年月日、住所の項目がどの程度合致している

かをスコア化し、個人同定を行う。すべての項目が

完全に一致している場合は自動で同一人物として

判定されるが、氏名の漢字が一部異なる、住所の番

地などが異なる、といった不一致項目があると自動

で同一人物として判定はせず、目視で個人同定して

いく。この外部照合機能での個人同定は全国がん登

録データベースを提供している国立がん研究セン

ターからマニュアル等が提供されているものでは

なく、標準とすべき手法は存在しない。そのため、

外部照合機能を実施する都道府県、あるいは実務者

により方法が異なっている。以下に検討すべき手法

の相違点を挙げる。 

 

(ア) がん検診情報に含まれる外字の扱い 

がん検診情報に記載されている氏名、住所には

全国がん登録データベースで識別することができ

ない外字が含まれている（平均1割程度）。外字は

データベース上では●に置き換えられるため、外

字の位置や数によって、がん登録情報との同一人

物処理が困難（時間を要する）な場合がある。その

ような場合には、①事前に外字を常用漢字に置き

換える、②外字が含まれる氏名をカナ氏名に置き

換える、③外字が含まれるデータに「特別照合」機

能を実施する、④同一人物（あるは別人）とするス

コアを調整する、⑤そのままインポートする（特別

な処理は行わない）、といった方法をとる必要があ

ると考えれる。さらに、外字が含まれているデータ

を全国がん登録データベースへインポートする際

には必ず「警告」が発生し、このままインポートを

続けてもよい、という許可をひとつひとつのデー

タに出す必要がある。警告が発生しているままで

はインポートは完了せず、外字の数と同数の処理

をする必要がある。 

このように、外字の処理は避けられない課題で

あるにもかかわらず標準化された手法はないため、

どのような方法を採用するかは都道府県がん登録

室や実務者個人に委ねられている。以下に、外字の

扱いについて説明する。 

 

① 事前に外字を常用漢字に置き換える 

自治体側から外字に対応する常用漢字の提供を

受けた場合は、全国がん登録データベースへイン
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ポートする前処理として外字を常用漢字に置き換

えることで、外字のインポートで発生する「警告」

の処理はなくなる。さらに、データベースでの自動

同一人物判定の割合が増え、目視での判定も容易

になり、照合の精度も高くなると考えられる。しか

し、全ての自治体が全ての外字を把握できている

わけではないため、外字に対する常用漢字を全て

の自治体が提供できるわけではない。さらに、外字

はExcelで認識されず、記号などに置き換わってい

るため、目視や関数などを活用して常用漢字に置

き換えする必要がある。 

 

② 外字が含まれる氏名をカナ氏名に置き換える 

自治体から提供されるがん検診情報にはカナ氏

名が含まれている。外字が含まれている氏名をカ

ナ氏名に置き換えることで、データベースへのイ

ンポート時発生する外字の警告処理をなくするこ

とができ、さらに個人同定時には外字部分が●で

はなくカナで表記されるため、目視での同一人物

判定が容易になると考えられる。しかし、外字はE

xcelで自動に認識されないため、目視や関数など

を活用してカナ氏名に置き換えする必要がある。 

 

③ 外字が含まれるデータに「特別照合」機能を実

施する 

 特別照合とは、全国がん登録データベースに実装

されている機能である。通常の外部照合機能では、

氏名、カナ氏名、性別、生年月日、住所がどの程度

一致しているかをスコア化し、そのスコアが一定の

値以上であると自動で同一人物とし、指定した範囲

内であれば目視処理の対象とし、範囲よりも低いス

コアは自動で別人判定としている。特別照合では同

一人物とするスコアの下限が通常の照合よりも低

く設定しているため、外字が含まれていることによ

りスコアが低くなった場合でも、自動で別人判定さ

れず、目視で個人同定することが可能になる。しか

し、特別照合では氏名がスコアに反映されず、カナ

氏名、性別、生年月日、住所のみがスコアに反映さ

れる仕様となっているため、カナ氏名が含まれてい

ないデータを特別照合した場合はスコアが低くな

る点について留意が必要である。また、特別照合を

実施するためには、該当するデータを事前に選択す

る必要があるが、Excelでは外字を自動で認識でき

ないため、目視や関数などを活用して選択する必要

がある。 

 

④ 同一人物（あるは別人）とするスコアを調整す

る 

 外部照合機能では、氏名、カナ氏名、性別、生年

月日、住所がどの程度一致しているかをスコア化し、

そのスコアが一定の値以上であると自動で同一人

物とし、指定した範囲内であれば目視処理の対象と

し、範囲よりも低いスコアは自動で別人判定として

いる。この範囲は調節することが可能であるため、

自動同一人物処理、あるいは自動別人処理する件数

を増やすことが可能であると考えられる。しかし、

自動で処理されることで個人同定の精度が低下す

る可能性もある。スコアの範囲の設定については、

今後検討が必要である。 

 

⑤ そのままインポートする（特別な処理は行わな

い） 

インポート前の処理（外字の置き換えなど）をし

ないため、作業が容易である。しかし、外字の数な

どによりスコアが低くなると、目視処理の対象とな

らならずに、自動で別人判定されるデータが発生す

るために、個人同定の精度が低下する可能性が考え

られる。 

 

(イ) 同一人物処理の仕方 

 全国がん登録データベースでの外部照合機能で

は、個人同定のために氏名、カナ氏名、性別、生年

月日、住所のみを使用する。その際、一部の項目の

み異なる対象者も多数見られる。（例1～例3） 

例1）氏名の一部が異なる。 

・がん検診データ 

氏名：山田 太郎 

 性別：男性 

 生年月日：1970年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関1-2-2 

 

・がん登録データ 

氏名：山田 多郎 

 性別：男性 

 生年月日：1970年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関1-2-2 

 

例2）生年月日が異なる。 

・がん検診データ 

氏名：山田 太郎 

 性別：男性 

 生年月日：1970年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関1-2-2 

 

・がん登録データ 

氏名：山田 太郎 

 性別：男性 

 生年月日：1968年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関1-2-2 

 

例3）住所の一部が異なる。 

・がん検診データ 
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氏名：山田 太郎 

 性別：男性 

 生年月日：1970年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関1-2-2 

 

・がん登録データ 

氏名：山田 太郎 

 性別：男性 

 生年月日：1970年1月1日 

 住所：東京都千代田区霞が関2-1-2 

 

一部の項目が異なる対象者を同一人物とするか別

人とするかは標準的な判断基準がないため、都道府

県によって判断が異なっている。 

 

今後、全国がん登録データベースでの外部照合に

ついて、標準的な手法の整理を検討していく必要が

あると考えられた。 

 

尚、本データブックは公表前であるため、詳細な

結果についての記載は控えた。 

 

Ｅ．結論 

 全国のがん検診の感度および特異度を公開した。

明らかになった問題点について、今度さらに検討が

必要であると考えられた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報に

関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

(1) 都道府県がん登録情報を利用した対策型検

診の精度管理における感度・特異度の定義. 

松坂 方士、雑賀 公美子、田中 里奈、松

田 智大、斎藤 博. 日本公衆衛生雑誌. 20

24; 71(9): 474-482. 
(2) Saika K, Matsuda T. Projection of the n

umber of new laryngeal cancer cases in 
the world. Jpn J Clin Oncol: 54(9) .105
7-1058 (2024) 

(3) Saika K, Charvat H. Projection of the n
umber of new cases of pancreatic cancer
 in the world. Jpn J Clin Oncol: 54(6) .
737-738 (2024) 

(4) Saika K. Projection of the number of ne
w cases of uterine cancer in the world.
 Jpn J Clin Oncol: 54(1) .108-109 (202
4) 

(5) Rina Tanaka, Masashi Matsuzaka, 

Yoshihiro Sasaki. Risk Factors 

Contributing to Disparities in Medical 

Treatment and Lower Survival Rates among 

Patients with Non-Small Cell Lung Cancer 

Induced by Residential Areas. Asian Pac 

J Cancer Prev: 25(1) .185-190 (2024) 

 

２．学会発表 
(1) 松坂方士．新たな検診方法を導入する際の注意

点（公衆衛生学的な立場から）．第33回日本婦
人科がん検診学会総会・学術講演会／第60回東
北臨床細胞学会学術集会．2024年10月20日．弘
前市 

(2) 松坂方士．スクリーニングに関する出版物（WH
O教科書的資材の翻訳）の紹介．第82回日本公
衆衛生学会総会シンポジウム．2023年10月31日．
つくば市 

(3) 田中里奈、松坂方士、雑賀公美子、斎藤博. 青

森県の対策型検診における子宮頸がん検診の

感度・特異度. 第 33 回日本婦人科がん検診学

会総会・学術集会. 令和 6年 10 月 20 日.青森

県弘前市 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし
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Ⅱ. 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 
 
 

Cancer Screening Program guidebookの翻訳準備 
 

研究分担者 
雑賀公美子  国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 

松坂方士  国立大学法人弘前大学医学部附属病院 教授 
斎藤 博  青森県立中央病院 医療顧問 

 
研究要旨 

厚生労働科学研究費補助金「がん検診の利益・不利益等の適切な情報提供の方法の確立に資する研
究」班（研究代表者：斎藤博）において世界保健機構（WHO）が出版した”Screening programmes: a 
short guide”の日本語版が翻訳され、現在当研究班が管理するホームページ上で公開している。この本
はスクリーニング（検診/健診）のプログラムを実施する際の原則が記載されていた。この後、WHO
から 2022 年に”A short guide to cancer screening”が出版されたため、2020 年版と 2022 年版の目次を
章/項目別、図表の有無や文言を比較した。2020 年版と 2022 年版で大きく異なるのはタイトル通り、”
Screening（検診/健診）program”を対象としているのか、”Cancer Screening（がん検診）program”を
対象としているかであり、多くの内容は重複しているが、対象疾患をがんに限定した内容についてよ
り詳細な記述が追加されていた。当研究班において 2022 年版の”A short guide to cancer screening”
について、追加部分をさらに精査し、翻訳する十分な意味があることが確認できた。 

Ａ．研究目的 
 厚生労働科学研究費補助金「がん検診の利益・不

利益等の適切な情報提供の方法の確立に資する研

究」班（研究代表者：斎藤博）において世界保健機

構（WHO）が出版した”Screening programmes: a 

short guide”の日本語版が翻訳され、現在当研究

班が管理するホームページ上で公開している。この

本はスクリーニング（検診/健診）のプログラムを

実施する際の原則が記載されていた。この後、WHO

か ら 2022 年 に ”A short guide to cancer 

screening”が出版されたため、2020年版と2022年

版の比較を行い、追加での翻訳の必要性を検討した。 

 

Ｂ．研究方法 
 目次から、章/項目別に2020年版と2022年版を比

較し、記載の有無を確認した。さらに、図表の有無

や文言を詳細に比較した。 

 

（倫理面への配慮） 
本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いず、公表されている資料
のみで実施するため、倫理上の問題は発生しない。 
 

Ｃ．研究結果 

2020年版と2022年版で大きく異なるのはタイト

ル通り、”Screening（検診/健診）program”を対象

としているのか、”Cancer Screening（がん検診）

program”を対象としているかである。 

章別にみると、2020年版にある多くの章が2022年

版にもほぼ同じ内容で記されていた。2022年版で追

加された章/項目は以下である。 

・detect pre-cancer or early stage cancer in 

asymptomatic individuals（無症状者の前がん病変

や早期がんの発見） 

・targeted to people who are at higher risk of 

a particular cancer because of a behaviour or 

genetic predisposition(targeted screening)（習

慣や遺伝的要因のために特定のがんのリスクが高

い人を対象とする） 

・slow-growing or indolent cancers（進行の遅い

がんや悪性度の低いがん） 

・ high-resolution technologies detecting 

smaller and often the least aggressive types 

of cancer（技術の進歩による、より小さい侵襲の

低いタイプのがんを検出すること） 

・dying from othe causes（がん以外での死亡） 

・ evidence from high quality randomized 

controlled trial: effective in reducing 

mortality or morbidity and benefit from 

screening programme（質の高いランダム化比較試

験による有効性評価） 
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・Running a successful screening programme（ス

クリーニングプログラムの成功） 

・Types of cancer screening programmes（いろい

ろながん検診プログラム） 

・Common cancers and options for screening（一

般的ながんとスクリーニングの選択肢） 

 

 また、図表についても比較したところ、「表：が

ん検診と早期診断の違い」、「図：組織型検診を導

入した場合の子宮頸がん罹患率のトレンドの例」が

追加されていた。 

 さらに、情報提供として、「がん登録データの利

活用」、「相対リスクの減少と絶対リスクの減少の

比較」の紹介が追加されていた。 

 

D．考察 

 2022 年 版 の ”A short guide to cancer 

screening” は す で に 翻 訳 し た 2020 年 版

の”Screening programmes: a short guide”より

さらにがん検診に特化した内容が詳細に記載され

ていることが確認できた。 

 

Ｅ．結論 

 当研究班において2022年版の”A short guide to 

cancer screening”について、追加部分をさらに精

査し、翻訳する十分な意味があることが確認できた。 

 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

 

２．学会発表 

なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし
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別添４                                                                                          
Ⅱ. 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 
 
 

青森県における進捗状況 
 

研究分担者 
田中里奈  国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 助教 

斎藤 博  青森県立中央病院 医療顧問 
 

研究代表者 
松坂方士  国立大学法人弘前大学医学部附属病院 准教授 

 
研究要旨 
青森県のがん死亡率が高い原因の一つとして、早期に診断される症例の割合が低いことがあげられ
る。青森県のがん検診の受診率は全国平均よりも高いものが多く、がんの早期診断症例を増加させる
ためにはがん検診の精度管理状況を正確に把握し、その改善に努めなければならない。本研究では、
青森県のがん検診の精度を正確に把握・管理することで、その効果を最大化する仕組みの基盤を構築
することを目的としている。令和６年度は青森県内の１８市町村を対象として、平成３1 年４月１日
～令和２年１２月３１日を診断日とする青森県がん登録情報との照合を行った。１８市町村からがん
検診台帳（顕名）データを青森県へ提供し、青森県から弘前大学医学部附属病院へ作業委託した。弘
前大学医学部附属病院では、がん検診台帳とがん登録情報との照合および精度指標の算出、さらに照
合結果とその解釈を事業報告書としてまとめた。  

Ａ．研究目的 
 青森県のがん死亡率が高い原因の一つとして、早

期に診断される症例の割合が低いことがあげられ

る。青森県のがん検診の受診率は全国平均よりも高

いものが多く、がんの早期診断症例を増加させるた

めにはがん検診の精度管理状況を正確に把握し、そ

の改善に努めなければならない。本研究では、青森

県のがん検診の精度を正確に把握・管理することで、

その効果を最大化する仕組みの基盤を構築するこ

とを目的とした。 

 

Ｂ．研究方法 
（１）情報の保護と取り扱い 
 がん検診事業は、健康増進法第十九条の二に基

づいて市町村が実施する健康増進事業の一部であ

る。がん検診の目的はがん死亡率の低下であるが、

そのためには事業の精度管理は必須であり、精度

管理はがん検診事業の一部として健康増進法第十

九条の二に基づいて実施されている。今回の事業

は、がん検診台帳と青森県がん登録情報との照合、

それによるがん検診の精度管理体制の整備と水準

向上のための基盤構築を目的とし、弘前大学医学

部附属病院医療情報部に委託された。弘前大学で

は市町村から提供されたがん検診台帳について照

合作業を実施したが、今回の事業について市町村

から弘前大学への個人情報の提供については、以

下の根拠によって実施された。 
① がん検診の精度管理（がん検診事業の一部分）

における個人情報の取り扱いは、医療・介護関

係事業者における個人情報の適切な取扱いの

ためのガイダンス（平成 29 年 4 月 14 日、個

人情報保護委員会・厚生労働省）、及びその

Q&A（平成 29 年 5 月 30 日、個人情報保護委

員会事務局・厚生労働省）で個人情報保護法に

抵触しないことが示されている。 
② 青森県個人情報保護条例、及び青森県内の全

ての市町村における個人情報保護に関する条

例では、法令等の規定に基づいた場合は個人

情報の取得や保有等の制限から除外されるこ

とが明記されている。今回の事業では、青森県

が市町村のがん検診事業の精度管理に必要な

データを作成するために、青森県および市町

村の個人情報保護に関する条例に基づいて適

切に個人情報（検診台帳）の提供（取得）を行

っており、青森県が保有する個人情報（がん登

録情報）も青森県個人情報保護条例に基づい

て利用している。 
 以上より、本事業は法的に裏付けされた精度管

理事業として最終的に弘前大学に委託されている
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ため、対象者の同意を得ずに検診台帳およびがん

登録情報を市町村の外部である弘前大学へ提供す

ることが可能である。 
 
（２）がん検診台帳とがん登録情報との照合 

青森県内の１８市町村を対象として、平成３１

年度がん検診台帳と平成３１年４月１日～令和２

年１２月３１日を診断日とする青森県がん登録情

報との照合を行った。 
 
I. がん検診台帳 

対象１８市町村の市役所および役場より、平成

３１年４月１日～令和２年３月３１日におけるが

ん検診台帳の提供を受けた。提供された項目は以

下の通りである。 
① 氏名 
② 性別 
③ 生年月日 
④ 住所 
⑤ がん検診受診の有無 
⑥ 要精密検査の有無 
⑦ 精密検査受診日 
⑧ 精密検査結果 

 
また、今回の事業で対象とするがん検診は、「が

ん予防重点教育及びがん検診実施のための指針」

（厚生労働省健康局長通知）に定められている以

下の 5 部位に対する 5 種類の検査である。 
① 胃がん（胃部エックス線検査） 
② 大腸がん（免疫便潜血検査２日法） 
③ 肺がん（胸部エックス線検査および喫煙

者の喀痰細胞診） 
④ 乳がん（乳房エックス線検査（マンモグラ

フィ）） 
⑤ 子宮頸がん（子宮頸部細胞診） 

 
II. がん登録情報 
 平成３１年４月１日～令和２年１２月３１日に

がんと診断されたがん患者（胃がん、大腸がん、肺

がん、乳がん、子宮頸がん）のうち、１８市町村に

在住する者を全国がん登録データから抽出した。

その際の項目内容は以下の通りである。 
① 性別 
② 診断時年齢 
③ 罹患部位 
④ 診断年月日 
⑤ 診断日精度 
⑥ 進展度・総合 
⑦ 発見経緯 

 
日付精度は全国がん登録データベースに登録さ

れている日付の精度（正確性）であり、表 1 の通り

である。 

 
表 1. がん登録で出力される日付精度 

0 完全な日付 
1 閏年以外の 2/29 
2 日のみ不明 
3 月を推定 
4 月・日が不明 
5 年を推定 
9 日付なし 

 
III. 個人照合 
全国がん登録データベースの外部照合機能によ

り照合した。照合に必要な項目は以下の通りであ

る。 
① 氏名 
② 性別 
③ 生年月日 
④ 住所 

 
IV. 精度管理指標の算出 
 がん検診には、がんによる死亡リスクを低下さ

せるという利益の他に、がん検診がもたらす不利

益（精密検査による偶発症など）も存在する。がん

検診の利益と不利益のバランスを正しく評価し、

運用状況のチェック（精度管理）をするために、精

度管理指標（感度・特異度）を算出する必要がある。 
がん検診受診から１年以内の診断がんについて、

がん検診結果（陽性・陰性）から真陽性、偽陽性、

真陰性、偽陰性に振り分け、感度および特異度を算

出した。 
 

（倫理面への配慮） 
本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いず、公表されている資料
のみで実施するため、倫理上の問題は発生しない。 
 

Ｃ．研究結果 

（１）参加市町村 

 青森県には４０市町村があるが、今回事業に参加

したのは全体の４５％にあたる１８市町村であっ

た。参加できない理由のひとつとして、がん検診台

帳を管理しているデータベースの改修作業を行っ

ていたことが挙げられる。 

 
（２）がん検診台帳 
 がん検診台帳は市町村が使用するデータベース

でエクスポートされる形式が異なっており、さらに

担当者がエクスポート後に手作業で処理している

ものも存在した。そのため、がん検診受診日の表記
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は自治体ごとに異なっているものや、情報のない余

分なセルなどが含まれており、青森県がん登録デー

タベースでの照合時にはそのままデータベースへ

インポートすることはできず、それぞれの自治体ご

とに下準備が必要となった。 

 

（３）がん登録情報との照合作業 
 がん登録情報との照合ではがん検診台帳に記載

されている氏名、住所を使用するが、がん検診台帳

では KAJO_J 明朝体を使用しているため、青森県

がん登録データベースへインポートするために

Excel ファイルとしてエクスポートすると、外字と

して判別され文字化けが多数発生した。そのため、

氏名および住所の判別可能な部分と、生年月日や

性別から目視で同一人物を照合する作業が必要と

なった。さらに、文字化けしているデータについて

は姓名すべて判別不能である上に住所も文字化け

している場合もあり、そのままだとがん登録デー

タベース上では個人同定の候補に該当する者が出

てこない可能性がある。そのため、文字化けのある

データについては、氏名・住所を使用せず、生年月

日で候補を挙げる「特別照合機能」を使用して照合

する必要があった。 
 

D．考察 
（１） がん検診台帳 
 がん検診事業を運用し、がん検診の精度管理を行
うためには、都道府県がん登録情報との照合により、
感度・特異度などの精度管理指標を算出する必要が
ある。しかし、今回の研究で、自治体により出力さ
れるがん検診情報の様式が大きく異なることが明
らかとなった。氏名、性別、生年月日、住所等の情
報が含まれていれば都道府県がん登録室でがん検
診情報との照合を行うことは可能であるが、データ
項目の並び順や、生年月日の表記等が統一されてい
ないため、実際に照合をする前にはデータを整理す
る必要があった。 
 特に生年月日の表記については、「2020/4/1」

「2020年4月1日」といった日付形式での出力の他に、

「令2.4.1」「20200401」といった文字列での出力の

自治体も存在し、それぞれ都道府県がん登録データ

ベースへインポート可能な形式に変換していく作

業が必要であった。しかし、都道府県がん登録室側

でがん検診情報を加工することで、元のがん検診情

報とは異なるデータに誤って変換してしまう可能

性は否定できない。誤った変換を行ってしまうこと

で、その後の都道府県がん登録データベースでの照

合の際に、本来であれば同一人物として処理される

人物が、生年月日が不一致であったために違う人物

として処理され、がん検診での発見がんの数が減る

可能性がある。そうした事態を防ぐためには、都道

府県がん登録室側では手作業でのがん検診情報の

変換や整理はなるべく行わないことが望ましいと

考えられた。そのために、都道府県がん登録情報と

の照合に参加する自治体へは、出力するデータの雛

形をお送りし、統一されたデータ形式で都道府県が

ん登録室へ移送されることで、誤りが起こりにくく

なると考えられた。 

 また、今回、がん検診台帳によっては検診結果が

「未記載」となる自治体が存在することが明らかと

なった。一部の自治体からは「未記載は異常なし（精

検不要）である」との報告を受けたが、それ以外の

自治体では、検診結果が異常なしであったのか、不

明であったのかが把握できなかった。本来、検診結

果が不明であった場合、評価をすることはできない。

今回の集計では、「未記載」については受診者とし

て扱い、検診結果を異常なし（精検不要）とした。

今後はそのような情報について、自治体に問合せす

るなどして、検診結果不明なのか、異常なしなのか

を確認する必要があると考えられた。 

 
（２）がん検診台帳とがん登録情報との照合 
 がん検診台帳の文字化けは避けられない。文字

化けが生じているデータについては、がん登録情

報と目視での照合を行う必要があるが、そのよう

なデータの数が多いと、ヒューマンエラーにより

正しく照合できない可能性がある。がん検診台帳

とがん登録情報が正しく照合されない場合、見か

け上がん検診での発見がんが少なくなり、正しく

精度管理を行うことが難しくなる。がん登録情報

との照合における限界点ではあるが、どのくらい

文字化けが発生しているかを把握することで、ど

の程度照合が正しく行われたかを把握することが

可能になると考えられた。 
 
（３）青森県のがん検診精度管理事業について 
青森県では、平成２8 年度から「がん登録データ

の活用によるがん検診精度管理モデル事業」とし

て弘前大学へ事業委託をし、がん検診台帳とがん

登録情報との照合による青森県内市町村のがん検

診精度管理を行っている。これまでの事業報告と

の比較を行うことで、さらにがん検診の運用状況

の詳細を把握できるものと考えられた。 
 
・ 平成２８年度事業報告書 
対象：１０市町村 
対象者：平成２３年度がん検診対象者 
追跡期間：がん検診受診日から１年間 
照合部位：胃、大腸、肺、乳、子宮頸 
精度管理指標： 
① 感度： 胃   60.0％ 

    大腸  57.1％ 
    肺   83.3％ 
    乳   85.7％ 
    子宮頸 71.4％ 

② 特異度：胃   88.5％ 
    大腸  96.7％ 
    肺   98.0％ 
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    乳   93.5％ 
    子宮頸 85.2％ 

 
さらに平成２８年度事業では、がん検診運用状

況の実地調査を、青森県内１３市町村を対象とし

て実施した。実地調査では各市町村のがん検診担

当部署へ訪問し、市町村チェックリスト等を参考

に以下の項目について直接聞き取り調査を実施し

た。 
① 台帳管理 
② 受診者への説明および要精検者への説明  
③ 検診受診  
④ 受診勧奨  
⑤ 精密検査結果の把握、精検未受診者の特定と

受診勧奨  
⑥ 検診機関（医療機関）の質の担保 

 
・ 平成２９年度事業報告書 
対象：２２市町村 
対象者：平成２３～２４年度がん検診対象者 
追跡期間：がん検診受診日から１年間 
照合部位：胃、大腸、肺、乳、子宮頸 
精度管理指標： 
① 感度： 胃   74.9％ 

    大腸  81.6％ 
    肺   63.5％ 
    乳   91.0％ 
    子宮頸 78.8％ 

② 特異度：胃   87.5％ 
    大腸  95.3％ 
    肺   97.6％ 
    乳   91.7％ 
    子宮頸 97.9％ 

 
さらに平成２９年度事業では、平成２８年度と

同様にがん検診運用状況の実地調査を、青森県内

１６市町村を対象として実施した。 
 
・ 令和元年度事業報告書 
対象：２０市町村 
対象者：平成２５～２６年度がん検診受診者 
追跡期間：がん検診受診日から１年間 
照合部位：胃、大腸、肺、乳、子宮頸 
精度管理指標： 
① 感度： 胃   集団検診 52.9％ 

感度： 胃   個別検診 49.8％ 
    大腸  集団検診 61.3％ 
    大腸  個別検診 74.4％ 
    肺   集団検診 41.7％ 
    肺   個別検診 23.5％ 
    乳   集団検診 70.0％ 
    乳   個別検診 71.7％ 
    子宮頸 集団検診 85.4％ 

    子宮頸 個別検診 93.0％ 
② 特異度：胃   集団検診 89.1％ 

        個別検診 88.9％ 
    大腸  集団検診 93.6％ 
        個別検診 92.9％ 
    肺   集団検診 97.9％ 
        個別検診 97.2％ 
    乳   集団検診 93.2％ 
        個別検診 91.2％ 
    子宮頸 集団検診 98.4％ 
        個別検診 97.4％ 

 
・ 令和３年度事業報告書 
対象：１３市町村 
対象者：平成２７～２８年度がん検診受診者 
追跡期間：がん検診受診日から１年間 
照合部位：胃、大腸、肺、乳、子宮頸 
精度管理指標： 
① 感度：胃    集団検診 81.8％ 

        個別検診 76.5％ 
   大腸   集団検診 86.8％ 
        個別検診 81.6％ 
   肺    集団検診 78.0％ 
        個別検診 77.8％ 
   乳    集団検診 87.0％ 
        個別検診 76.5％ 
   子宮頸  集団検診 77.8％ 
        個別検診 100.0％ 

② 特異度：胃   集団検診 90.4％ 
        個別検診 85.4％ 
    大腸  集団検診 92.9％ 
        個別検診 90.8％ 
    肺   集団検診 96.2％ 
        個別検診 92.8％ 
    乳   集団検診 93.5％ 
        個別検診 93.4％ 
    子宮頸 集団検診  98.6％ 
        個別検診 96.5％ 

 
・ 令和４年度事業報告書 
令和４年度事業報告では、感度・特異度が例年よ

り高く算出された。照合に使用する全国がん登録

データベースの入れ替えがあったため、令和４年

度の照合で使用したデータベースは令和元年度に

使用したデータベースと異なる。 
対象：１３市町村 
対象者：平成２９～３０年度がん検診受診者 
追跡期間：がん検診受診日から１年間 
照合部位：胃、大腸、肺、乳、子宮頸 
精度管理指標： 
① 感度：胃   集団検診 74.0％ 

       個別検診 81.8％ 
   大腸  集団検診 90.4％ 
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       個別検診 50.0％ 
   肺   集団検診 68.3％ 
       個別検診 33.3％ 
   乳   集団検診 100.0％ 
       個別検診 92.9％ 
   子宮頸 集団検診 100.0％ 
       個別検診 100.0％ 

② 特異度：胃  集団検診 92.0％ 
       個別検診 90.3％ 
    大腸 集団検診 93.1％ 
       個別検診 92.9％ 
    肺  集団検診 97.6％ 
       個別検診 91.7％ 
    乳  集団検診 93.8％ 

         個別検診 91.6％ 
   子宮頸 集団検診 98.9％ 

         個別検診 97.3％ 
   

・ 令和５年度事業報告書 

 令和５年度事業報告は公表前のため、結果の記述

は控える。 

 

・ 令和６年度事業報告書 

 令和６年度事業報告は公表前のため、結果の記述

は控える。 

 

Ｅ．結論 

本研究では、青森県のがん検診の精度を正確に把

握・管理することで、その効果を最大化する仕組み

の基盤を構築することを目的とし、青森県内の１８

市町村を対象として、平成３１年度がん検診台帳と

平成３１年４月１日～令和２年１２月３１日を診

断日とする青森県がん登録情報との照合を行った。

１８市町村からがん検診台帳（顕名）データを青森

県へ提供し、青森県から弘前大学医学部附属病院へ

作業委託した。弘前大学医学部附属病院では、がん

検診台帳とがん登録情報との照合および精度指標

の算出、さらに照合結果とその解釈を事業報告書と

してまとめた。令和６年度事業報告書については、

今後公表される予定である。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報に

関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 
１．論文発表 
(1) 松坂方士，雑賀公美子，田中里奈，松田智大，

斎藤 博. 都道府県がん登録情報を利用した

対策型検診の精度管理における感度・特異度の

定義. 日本公衆衛生学雑誌: 71(9) .474-482 

(2024) 

(2) Rina Tanaka, Masashi Matsuzaka, Yoshihiro 

Sasaki. Risk Factors Contributing to 

Disparities in Medical Treatment and Lower 

Survival Rates among Patients with Non-

Small Cell Lung Cancer Induced by 

Residential Areas. Asian Pac J Cancer 

Prev: 25(1) .185-190 (2024) 

 
 
２．学会発表 
(1) 松坂方士．新たな検診方法を導入する際の注意

点（公衆衛生学的な立場から）．第33回日本婦
人科がん検診学会総会・学術講演会／第60回東
北臨床細胞学会学術集会．2024年10月20日．弘
前市 

(2) (13) 田中里奈、松坂方士、雑賀公美子、
斎藤博. 青森県の対策型検診における子宮頸
がん検診の感度・特異度. 第33回日本婦人科が
ん検診学会総会・学術集会. 令和6年10月20日.
青森 

 
Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 
１．特許取得 
なし 
 
２．実用新案登録 
なし 
 
３．その他 
なし 
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Ⅱ. 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 
 
 

がん登録情報を用いた内視鏡読影能力向上を目的とした資料作成の計画 
 

研究分担者 
雑賀公美子  国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 
井口幹崇  公立大学法人和歌山県立医科大学消化器内科 准教授 

京 哲  国立大学法人島根大学医学部産科婦人科学 教授 
 

研究要旨 
がん検診とがん登録情報の照合によるがん検診の精度管理事業は、厚生労働省の研究班が支援し、

これまでいくつかの都道府県および自治体で実施されてきた。今年度はこれまでにすでに照合事業を
実施している和歌山県において照合を実施し、感度と特異度の指標を出した上でさらに、偽陽性およ
び偽陰性例について医師が情報共有を行う事例を計画した。和歌山県では胃がん内視鏡検診を実施す
る上で医師の読影能力の向上を目的とし、「がん登録データを利用したがん検診の精度管理事業」の枠
組で胃がん症例検討事業を開始した。 

偽陰性例および偽陽性例の画像の抽出は和歌山市のがん検診の読影業務を依頼している医師が実施
し、対象症例のやりとりには通常の読影業務において、検診受診者に二次読影システムIDを利用する
こととした。また、この画像データの抽出を行う医師と読影内容の確認を行う医師の2名をがん登録情
報の利用者としてがん登録情報利用申請を行い、画像は年齢と性別以外の受診者情報を削除した形で
研修等の資料に用いる予定で進めている。がん登録情報をがん検診の精度管理に利用する目的で偽陰
性例、偽陽性例を特定し、読影能力の向上に利用する初の取り組みとなる。 

Ａ．研究目的 
がん検診とがん登録情報の照合によるがん検診

の精度管理事業は、厚生労働省の研究班が支援し、

これまでいくつかの都道府県および自治体で実施

されてきた。今年度はこれまでにすでに照合事業を

実施している和歌山県において照合を実施し、感度

と特異度の指標を出した上でさらに、偽陽性およ

び偽陰性例について医師が情報共有を行う事例を

計画しているため、この進捗について報告する。 

 

Ｂ．研究方法 
 和歌山県では胃がん内視鏡検診を実施する上で

医師の読影能力の向上を目的とし、「がん登録デー

タを利用したがん検診の精度管理事業」の枠組で胃

がん症例検討事業を開始した。本事業の目的は、胃

内視鏡検診において検診結果は「異常あり（胃がん

疑い）」であったが、実際には胃がんではなかった

偽陽性例や、検診結果は「異常なし（胃がん疑いな

し）」であったが、実際には胃がんであった偽陰性

例であった症例について、内視鏡検診時に読影した

画像を精査し、偽陽性や偽陰性が避けられた症例が

あったか等について検討し、その内容や画像を今後

の胃がん内視鏡検診の精度管理向上を目的とした

医師の読影の研修等に活用することとした。 

 和歌山市ではすでにがん登録情報をがん検診事

業に利用する事業は実施されていたため、がん検診

データとがん登録データの照合までの作業は整理

できており、偽陰性および偽陽性症例についての特

定を和歌山市側で抽出することまでは可能な状況

となっていた。今回課題となったのは、1）偽陰性

例と偽陽性例の画像の取り扱い（誰がどのように抽

出するか）と、2）研修等に利用するまでの作業の

流れの整理、であり、研究班の支援の元、事業計画

の作成およびがん登録情報の利用申請を実施した。 

 

（倫理面への配慮） 
本研究では和歌山県の事業に研究班が支援をす

る形で実施した。検診受診者情報およびがん登録情
報の利用については、県、自治体とそれぞれの個人
情報の利用に関して適切な利用申請等の手続きを
行った上実施した。 
 

Ｃ．研究結果 

1）偽陰性例と偽陽性例の画像の取り扱い 

  偽陰性例および偽陽性例の画像の抽出は和歌

山市のがん検診の読影業務を依頼している医師

が実施することとした。和歌山市と読影医師は通

常の読影業務において、検診受診者に二次読影シ

ステムIDを付与することで作業を実施している

ため、今回の事業についても偽陰性、偽陽性者の

情報のやりとりにはこの二次読影システムIDを

利用することとした。 

また、この画像データの抽出を行う医師と読影

内容の確認を行う医師の2名をがん登録情報の利

用者としてがん登録情報利用申請を行うことと

した。 
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対象症例（偽陰性・偽陽性例）を和歌山市が把

握した後の流れは下記のようにすることとした。 

① 市の担当者が対象症例に二次読影システムID

を付与 

② 画像抽出担当医師に、対象症例の二次読影シス

テムID、検診結果、精検結果、がん登録情報を

送付 

③ 画像抽出担当医師が画像確認システム（和歌山

県立医大）を用いて対象症例画像を抽出する 

④ 画像抽出担当医師がその場で画像情報を加工

し、年齢と性別以外の情報を秘匿し、個人が特

定できない状態で保管する 

⑤ 画像抽出担当医師と読影内容を確認する医師、

市の担当保健師で対象症例の確認を行い、精度

管理関連の会議等への報告内容を決定する 

 

この後は公表内容および公表方法等を和歌山県

に対して申請し、公表許可が得られた内容を公表す

る形とした。本事業はすでにがん登録情報の利用申

請許可を得、2024年3月に照合作業を終了し、現在

作業中である。 

 

D．考察 

 がん登録情報をがん検診の精度管理に利用する

目的は、「検診事業実施主体の自治体では把握でき

ない精検不要者および、精検未受診・未把握者のが

ん罹患情報を把握することで感度と特異度を算出

すること」と、「検診の精度が読影等の検診結果判

定者の能力に依存する検査について、偽陰性、偽陽

性例を特定し、読影等の能力向上を目的とした資材

に活用すること」であった。前者については当研究

班で都道府県や自治体を支援し、事例も複数できた

が、後者については今回初めて計画を立てることが

できた。 

 

Ｅ．結論 

 胃がんの内視鏡検診について、読影画像の偽陰性

例、偽陽性例の特定を行い、読影医師の読影能力向

上のための研修会等で利用する準備ができた。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

 

２．学会発表 

 なし 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

なし
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. 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 
 
 

がん検診の正しい知識に関するe-learningや、がん検診精検受診率の公開データベースを用いた 
大学や自治体等での利活用 

 
研究分担者 

齊藤英子  国際医療福祉大学三田病院予防医学センター 講師 
雑賀公美子  国立大学法人弘前大学大学院医学研究科 客員研究員 

斎藤 博  青森県立中央病院 医療顧問 
 

研究要旨 
当研究班のホームページ上では世界保健機構（WHO）が提供しているがん検診に関する資材の翻訳お

よびその資材を用いたe-learningを作成し公開している。また、市町村自治体が実施した検診実施状
況のうち、地域保健・健康増進事業報告されている精検受診率の帆情報を都道府県別、市町村別に指
標化し、年齢階級別や検診受診歴別ですぐにグラフ化し、またそのデータをダウンロードすることが
できるように整理し、これもHPにて公開している。今年度はこれらの資材の利活用につきその利活用
情報を調査した。また、大学での講義利用についてはその評価も実施した。研究班HPツールの活用依
頼は2022年から2024年の間に17件あり、一般向け動画10件、e-learning、説明リーフレット、図表利
用がそれぞれ2件、webサイトそのものの利用が1件であった。また、利用する対象としては、住民や検
診受診者等の一般の者が11件、自治体研修会での利用が2件、専門家向けの研修会での利用が2件、大
学での講義・実習での利用が3件であった。E-learningについては大学の講義での利用があり、視聴前
後での17項目の質問内容に対する正答率を確認した。正答率はすべての項目で向上していたが、症状
のあるものはスクリーニング検査の対象ではない、治療効果が確立されていない疾患はスクリーニン
グの対象疾患にはならない、希少疾患はスクリーニングの対象にはならない、スクリーニングの対象
者や要精検の規模間は最初から想定しておかなければならない、感度の算出方法、真陽性でも不利益
がある、利益を受ける人より不利益を受ける人の方が多い、の項目の正答率は視聴後もあまり良くな
かった。本研究班で提供しているコンテンツがスクリーニング検査に関与する様々な対象者が利用で
きる内容であることは確認できた。 

 e-learningについても基本的な理解を得るためには役立つことが確認できたものの、さらなる知
識向上のために追加のコンテンツが必要な内容があることも明らかとなった。  

Ａ．研究目的 
我々は、2021-2023年度にかけて厚労科研費による「がん検診の利益・不利益等の適切な情報提供の方法の確

立に資する研究」班の分担研究として、世界保健機構（WHO）が提供しているがん検診に関する資材の翻訳およ

びその資材を用いたe-learningの作成を実施し、研究班ホームページ（HP）にて公開してきた。また、市町村

自治体が実施した検診実施状況のうち、地域保健・健康増進事業報告されている精検受診率の帆情報を都道府

県別、市町村別に指標化し、年齢階級別や検診受診歴別ですぐにグラフ化し、またそのデータをダウンロード

することができるように整理し、これもHPにて公開している。これらは、検診に関与する自治体担当者や検診

を実際に実施する医療従事者が簡易に閲覧することに加え、教育的な資材として利用してもらうことを想定し

て作成してきた。今年度、これらの資材の利活用につきその利活用情報を調査した。また、大学での講義利用

についてはその評価も実施した。 

 

Ｂ．研究方法 
1）活用資材の調査 

 本研究班のHPのコンテンツの利用依頼のあった者に対して利用したコンテンツとその利用状況について確

認した。 

 

2）大学での講義利用 

①スクリーニングの原則についてのe-learningの利用 

 国際医療福祉大学医学部の3年生129名を対象とし、公衆衛生学演習の一環で「がん検診の仕組みの理解と、

集計データ資料を用いた分析・評価」の講義の中で実施した。HPで公開しているe-learning資材を用い、資材

に含まれる関連する全17問のテストをe-learning視聴前と視聴後に実施し、理解度の変化を正答率で確認した。 
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②全国がん検診実施状況（精検受診率）データの利用 

 ①と同様の対象に対し、がんの部位（胃、大腸、肺、乳、子宮頸）ごとにグループを作り、HPの「全国がん

検診実施状況」で作成可能な図表を活用し、精検受診率データの解釈と精検受診率を向上させるための政策提

言を行うことを求めた。 

 

（倫理面への配慮） 
本研究では人体から採取された試料や個人情報に関連する情報等は用いず、公表されている資料のみで実

施するため、倫理上の問題は発生しない。 
 

Ｃ．研究結果 

1）活用資材の調査 

 研究班HPツールの活用依頼は2022年から2024年の間に17件あった。利用依頼のあった内容は、一般向け動画

が10件、e-learning、説明リーフレット、図表利用が2件ずつ、webサイトそのものが1件であった（表1）。ま

た、利用する対象としては、住民や検診受診者等の一般の者が11件、自治体研修会での利用が2件、専門家向け

の研修会での利用が2件、大学での講義・実習での利用が3件であった（表1）。 

 

 一

般 

自

治

体 

研

修

会 

専

門

家 

研

修

会 

大

学 

講

義 

計 

e-learning 0 0 0 2 2 

図表作成ツール 0 1 0 1 2 

一般向け動画 8 1 1 0 10 

リーフレット 2 0 0 0 2 

Webサイト 1 0 0 0 1 

計 11 2 1 3 17 

表1.利用対象と利用依頼のあったコンテンツ数 

 

 一般向け動画は検診の受診勧奨のタイミングで受診勧奨の文書にQRコードを掲載する、検診受診会場で動画

を流すことに加え、都道府県が実施する自治体担当を対象とした会議や研修会の際に流すなどの利用があった。 

 

2）大学での講義利用 

①スクリーニングの原則についてのe-learningの利用 

 e-learning視聴前後の17問の質問回答者は129名（回答率100%）であり、項目別の正答率を表2に示す。正答

率はすべての項目で向上していた。視聴前、視聴後ともに正答率が80%を超えていたのは、スクリーニングの

実施は指針等を文書化して示す、スクリーニング結果にかかわらず、全受診者本人に結果の通知をする、スク

リーニングの最大の利益は対象疾患での死亡減少と障害予防である、過剰診断は高齢者に特異的なものではな

い、ということの理解であった。また視聴前の正答率は60-80%であったが、正答率が改善していた項目は、ス

クリーニング検査では疾患の有無はわからない、スクリーニングでは前駆病変を発見することで罹患率低下を

目的とすることがある、スクリーニング検査は対象疾患の診断方法が確立していなければならない、感度と特

異度は両方とも高くすることはできない、偽陽性が多いスクリーニングは不利益が多いことのへの理解であっ

た。一方、視聴前後で正答率は向上しているものの、正答率があまり良くなかった項目は、症状のあるものは

スクリーニング検査の対象ではない、治療効果が確立されていない疾患はスクリーニングの対象疾患にはなら

ない、希少疾患はスクリーニングの対象にはならない、スクリーニングの対象者や要精検の規模間は最初から

想定しておかなければならない、感度の算出方法、真陽性でも不利益がある、利益を受ける人より不利益を受

ける人の方が多い、の項目に対する理解であった。 

 

質問 前 後 

1.SC検査は1つの疾患を対象とする 32% 67% 
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2.SC検査で疾患の有無はわからない 52% 78% 

3.症状のある者はSCの対象ではない 37% 73% 

4.SCは前駆病変の発見で罹患率低下

を目的とすることがある 

75% 91% 

5.治療効果が確立されていない疾患

はSC検査の対象とはならない 

41% 65% 

6.公衆衛生の疾患対策として、SCの

目的や体制を公的に指針等で文書化

して示す必要がある 

85% 91% 

7.希少疾患はSCの対象とはならない 32% 63% 

8.SCは対象疾患の診断方法が確立し

ていなければならない 

68% 87% 

9.SCの対象者数や要精検者数はSCプ

ログラムを実施する前に想定してお

かなければならない 

18% 59% 

10.SC検査の結果は陽性者にも陰性

者にも本人通知しないといけない 

86% 95% 

11.感度は受診者のうち象疾患があ

った者に対するSC検査で陽性となっ

た者の割合である 

41% 47% 

12.感度と特異度は両方とも高くす

ることはできない 

63% 82% 

13.偽陽性が多いSCは不利益が多い 63% 78% 

14.SCの最大の利益は死亡や障害予

防である 

95% 98% 

15.SCは真陽性者でも不利益がある 47% 59% 

16.過剰診断は高齢者に特異的なも

のではない 

84% 88% 

17.SCでは利益を受ける人より不利

益を受ける人の方が多い 

31% 50% 

SC:スクリーニング 

表2. E-learning視聴前後の正答率 

 

②全国がん検診実施状況（精検受診率）データの利用 

 すべての学生がグラフデータベースを容易に使い、精検受診率の高低に関する理解をすることができていた。

受診する検診方式（集団検診/個別検診）で精検受診率が異なること、精検受診率が低い理由が精検未受診者

が多いだけでなく、精検未把握と未受診のどちらも、またはどちらかが多いという理解や、精検受診率の指標

とチェックリストの実施率との関連に関する理解も行えていた。 

 実際に精検受診率向上への政策提言案として上がった内容を以下に示す。 

 

・現状の精検受診率は80%程度で横ばいであり、既存の施策による効果は飽和している。草の根的な精検受診

勧告活動は続けるべきだが、より向上させるためには抜本的な施策実施が必要 

・（対策として）まず考えられるのがマイナンバー保険証による情報連携である。精検受診が推奨される患者

にはマイナンバー保険証において何かしらのフラグを立て、他院受診時であってもそのフラグが確認できるよ

うにすることは、十分実施可能である 

・精検受診に対するインセンティブも検討できる。精検受診による早期発見による保険財政上の経済的利益か

ら逆算し、精検受診費用に対して助成を行う 

・受診者への説明文書の配布の割合が低いので、今よりもさらに情報を少しでも流す工夫をすることが求めら

れる。また、要精検者への精密検査実施機関の一覧表示や結果報告の依頼の割合が低いので、これらの割合を

高めてバックアップまで手を回らせる必要がある。そして、男女で精検受診率に差があるため、男性に積極的

に精密検査の存在を伝え、受診を促すような文書やポスターなどを活用していくのが良いと考える 
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D．考察 

 研究班で公開している資料の中で、一般向けの動画が使いやすく、専門家に対してでも、がん検診に関して

は専門でないため利用されているようである。その他データをグラフ化して見せることも効果的で、都道府県

や自治体担当者が資料として利用できるツールとなっているようである。グラフについては専門家（今回は医

学部学生）が詳細に検討することで、指標の見方や政策の課題まで検討できる内容になっていることがわかっ

た。 

 専門家向けのe-learningについては、公開前に弘前大学の学生に対して今回実施した内容と同様の視聴前後

の正答率の調査と今回の調査を比較したところ、今回の調査で視聴前後ともに正答率が低かった項目はすべて

以前の調査においても正答率が低い項目であった。このことから、スクリーニングは希少な疾患のがん対策で

はないこと、利益（疾患が早期発見されることで死なない）を受ける者より不利益（偽陽性での追加の検査や

過剰診断等）を受ける者の方が圧倒的に数としては多いこと、感度の計算方法などの基本的なことの理解がで

きるような工夫が必要である。 

 

Ｅ．結論 

 本研究班で提供しているコンテンツがスクリーニング検査に関与する様々な対象者が利用できる内容であ

ることは確認できた。 

 e-learningについても基本的な理解を得るためには役立つことが確認できたものの、さらなる知識向上のた

めに追加のコンテンツが必要な内容があることも明らかとなった。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報に関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

 なし 

 

２．学会発表 

1）齊藤英子, 雑賀公美子, 斎藤博, 松坂方士：住民検診での都道府県別精検受診率の比較ｰ子宮頸がん検診と

乳がん検診ｰ公表データを用いた分析. 第66回 日本婦人科腫瘍学会学術講演会. 2024/7. 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

２．実用新案登録 

なし 

３．その他 

な
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Ⅱ. 厚生労働科学研究費補助金（がん対策推進総合研究事業） 

分担研究報告書 
 
 

職域がん検診での精度管理への応用の検討 

 

研究代表者 

松坂方士  国立大学法人弘前大学医学部附属病院 准教授 

 

研究分担者 

高橋宏和  国立研究開発法人国立がん研究センター・がん対策研究所検診研究部検診実施管理研究室・研究員 

齊藤英子  国際医療福祉大学三田病院予防医学センター 講師 

 

Ａ．研究目的 
がん検診によってがん死亡率を低下させるため

には、(1) 科学的根拠があるがん検診の選択、(2) 

徹底した精度管理、(3) 高い受診率、が必要である。

このうち、(2) 徹底した精度管理について、諸外国

では検査性能を直接的に表す感度・特異度が重要視

されているが、日本ではがん検診受診後のがん罹患

状況を正確に捕捉できなかったため、算出が困難だ

った。 

平成28年にがん登録等の推進に関する法律が施

行され、国と都道府県はがん罹患の状況を正確に把

握することが可能になった。（全国がん登録情報、

都道府県がん登録情報）令和3-4年度厚生労働科学

研究費補助金（がん対策推進総合研究事業）「がん

登録を利用したがん検診の精度管理方法の検討の

ための研究」班では、対策型検診（健康増進法とそ

の関連法令に基づいて市町村が実施するがん検診）

の精度管理を目的に都道府県がん登録情報を利用

することが可能であり、それにより感度・特異度の

算出が可能であると結論した。 

その一方で、職域でがん検診を受診する者は増加

しており、がん対策に占める職域がん検診の割合は

大きい。他のがん検診と同様に、職域がん検診でも

有効性を確保するためには (1) 科学的根拠がある

がん検診の選択、(2) 徹底した精度管理、(3) 高い

受診率、が必要だが、現状では (2) 徹底した精度

管理 の枠組みがほとんど構築されていない。 

昨年度の本研究班の検討では、職域がん検診は法

律に基づいたものではないため、全国がん登録情報

と職域がん検診情報の照合による精度管理は現状

では不可能であると結論した。 

今年度は、照合を可能にするためには、どのよう

な法令等の改正が必要なのかを検討した。 

 

Ｂ．研究方法 
労働安全衛生法、高齢者の医療の確保に関する法

律、健康増進法やがん登録等の推進に関する法律な

どの関連する法令を精査し、全国がん登録情報と職

域がん検診情報の照合による精度管理が可能な体

制を検討した。 

 

（倫理面への配慮） 

本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いず、公表されている資料

のみで実施するため、倫理上の問題は発生しない。 

 

Ｃ．研究結果 

昨年度の検討で、職域がん検診において全国がん

研究要旨 

がん検診によってがん死亡率を低下させるためには、(1) 科学的根拠があるがん検診の選択、(2) 徹
底した精度管理、(3) 高い受診率、が必要である。このうち、(2) 徹底した精度管理について、諸外国
で検査性能を直接的に表す指標として重要視されている感度・特異度は、日本では法令に基づいたがん
検診であれば全国がん登録情報を利用して算出が可能である。 

労働安全衛生法に基づいて実施することは現実的ではない。 

職域がん検診を特定健診の一部として実施すると、全国がん登録の利用は可能になるが精度管理の
枠組みを約 3500 健康保険者に新規に導入しなければならない。 

対策型検診を職域での他の健診と同時に実施する仕組みを構築した場合、職域での健診を実施する
市区町村と受診者が居住する市区町村が異なった場合の対応など、課題もある。 
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登録情報とがん検診情報の照合が不可能であると

結論した理由は、職域がん検診が法令に基づかない

事業であることだった。 

そこで、法令に基づいて職域がん検診を実施する

ためには以下の3つの選択肢があると考えられた。 

 

(A) 労働安全衛生法に基づき、雇用者が実施する 

(B) 高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、健

康保険者が実施する（特定健診の一部としてが

ん検診を実施する） 

(C) 健康増進法に基づく対策型検診を、他の職域で

の健診と同時に実施する 

 

D．考察 

労働安全衛生法は強行法規であり、これに基づい

てがん検診を実施すると受診率100%が求められる。

しかし、現行の対策型検診では受診は自由意思であ

り、両者の制度的なバランスを確保することができ

ない。そのため、(A)は不適切であると考えられた。 

(B)は自由意志での受診となり、(A)よりは現実的

である。ただ、対策型検診は受診者を居住地と年齢

によって定義しているのに対して、特定健診は加入

している健康保険と年齢によって定義している。そ

のため、両者が並立すると、国保加入者は対策型検

診のみ受診可能なのに対して、社保の加入者は対策

型検診と特定健診（でのがん検診）の両者が受診可

能である。その場合、社保加入者の受診の有無を把

握することが困難になり、適切な受診勧奨ができな

くなる可能性が高い。 

対策型検診を廃止して、すべてのがん検診を特定

健診の一部として実施すると、対象者は加入する健

康保険と年齢のみで定義されるので、受診の有無は

把握しやすくなる。 

ただ、現行の対策型検診には約1700市区町村の精

度管理を47都道府県が指導するという枠組みがあ

る一方で、特定健診では約3500健康保険者における

精度管理の仕組みは存在しない。そのため、特定健

診に新規に精度管理の枠組みを構築するにはかな

りの労力が必要であると考えられた。 

(C)は自由意志での受診と現行の精度管理システ

ムの利用を確保できるため、(A)(B)より現実的であ

る。しかし、職域での健診を実施する市区町村と受

診者が居住する市区町村が異なった場合の対応な

ど、課題もある。 

以上から、今後は健康保険者に科学的根拠がある

がん検診の選択と厳格な精度管理の枠組みを導入

可能であれば(B)を、そうでなければ(C)を基本的な

路線として検討すべきであると考えられた。 

 

Ｅ．結論 

がん検診によってがん死亡率を低下させるため

には、(1) 科学的根拠があるがん検診の選択、(2) 

徹底した精度管理、(3) 高い受診率、が必要である。

このうち、(2) 徹底した精度管理について、諸外国

で検査性能を直接的に表す指標として重要視され

ている感度・特異度は、日本では法令に基づいたが

ん検診であれば全国がん登録情報を利用して算出

が可能である。 

労働安全衛生法に基づいて実施することは現実

的ではない。 

職域がん検診を特定健診の一部として実施する

と、全国がん登録の利用は可能になるが精度管理の

枠組みを約3500健康保険者に新規に導入しなけれ

ばならない。 

対策型検診を職域での他の健診と同時に実施す

る仕組みを構築した場合、職域での健診を実施する

市区町村と受診者が居住する市区町村が異なった

場合の対応など、課題もある。 

 

Ｆ．健康危険情報 

本研究では人体から採取された試料や個人情報

に関連する情報等は用いない。 

 

Ｇ．研究発表 

１．論文発表 

(1) 松坂方士，雑賀公美子，田中里奈，松田智大，

斎藤 博. 都道府県がん登録情報を利用した

対策型検診の精度管理における感度・特異度の

定義. 日本公衆衛生学雑誌: 71(9) .474-482 

(2024) 

(2) 高橋宏和. 精度管理 -がん検診事業のあり方-. 

医学の歩み: 第292巻 12号 .944-948 (2025) 

(3) 加藤勝章、小池智幸、青木利佳、赤羽たけみ、

安保知典、鎌田智有、高橋宏和、山道信毅. 胃

がん検診にかかわる実態調査報告. 日本消化

器がん検診学会: 第62巻6号 .846-876 (2024) 

(4) 高橋宏和. がん検診事業評価の現状と方向性. 

日本乳癌検診学会雑誌: 第33巻2号別刷 . 

(2024) 

(5) 高橋宏和. 健保組合が取り組む職域のがん検

診. 健康保険:  .45817 (2024) 

(6) 磯前有香, 齊藤英子, 五十嵐歩惟,桂研一郎. 

健診施設におけるがん検診での確実な精検受

診実現のためのシームレス勧奨の効果 －子宮

頸がん検診要精検者を例に－. 日本人間ドッ

ク・予防医療学会誌: 39巻4号 .598－602 

(2024) 

(7) 岡田結生子, 雑賀公美子,高橋宏和 ,青木大輔,

森定 徹,齊藤英子. がん検診実施施設におけ

る住民検診と職域検診の精度管理状況の違い

を克服するための取り組み ―子宮頸がん検診

を例に―. 日がん検診断会誌: 31巻3号 .35-

41 (2024) 

 



122 
 

２．学会発表 

(1) 松坂方士．新たな検診方法を導入する際の注意

点（公衆衛生学的な立場から）．第 33 回日本

婦人科がん検診学会総会・学術講演会／第 60

回東北臨床細胞学会学術集会．2024 年 10 月 20

日．弘前市 

(2) 齊藤英子,雑賀公美子．子宮頸がん検診におけ

るHPV検査単独法のアルゴリズム【報告１】．

第83回日本公衆衛生学会総会．2024年10月 

(3) 岡田結生子,齊藤英子,雑賀公美子．職域がん検

診実施施設での精度管理実施状況調査の実施

可能性に関する検討．2024年10月 

(4) 齊藤英子,雑賀公美子,Misha Coleman,Hannah 

Saunders,Marion Saville．精度管理向上の理

念を含有する自己採取HPV検査提供のあり方 

―オーストラリアのストラテジーから－．第33

回日本婦人科がん検診学会総会・学術講演会．

2024年10月 

(5) 岡田結生子,齊藤英子,雑賀公美子,森定徹,青

木大輔,高橋宏和・住民検診と職域検診のがん

検診精度管理状況の違い克服へ－職域検診用

「事業評価のためのチェックリスト（検診機関

用）」の作成－ ・第32回日本がん検診・診断学

会総会・2024年9月 

(6) 齊藤英子,雑賀公美子,斎藤博,松坂方士・住民

検診と職域検診のがん検診精度管理実施状況

の違い克服へ －職域検診用「事業評価のため

のチェックリスト（検診機関用）の作成－ ・

第66回にほん婦人科腫瘍学会学術講演会・2024

年7月 

(7) 齊藤英子・HPV検査単独法による子宮頸がん検

診-さまざまな委託元へのがん検診提供を念頭

においた場合の留意点-・第76回日本産科婦人

科学会学術講演会・2024年4月 

(8) 齊藤英子,雑賀公美子,森定徹,中山富雄,青木

大輔・「HPV単独検診による子宮頸がん検診導

入」について・第31回日本CT検診学会学術集会・

2024年3月 

 

Ｈ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

なし 

 

２．実用新案登録 

なし 

 

３．その他 

なし 


